
                               

                               

                               

                               

                               

Ｎｏ．６５７ 

広  報 舟形町のあゆみ 第47話 

平成２７年(２０１５年) 

新・舟形町駐在所が完成。 

令和７年 

４月１１日号 

「舟形中学校移転新築検討委員会」の委員を公募します 

舟形中学校の移転新築について、広く町民のみなさんの意見を反映するため、「舟形町立舟形中学校移転新築検

討委員会」の委員の一部を町民から公募します。 

▼活動内容／学識経験者や各種団体の代表者など舟形町教育課が選任した委員とともに、舟形中学校の移転新築 

について検討します。 

▼公募委員の数／若干名 

▼任  期／２年（委嘱の日から令和９年３月31日まで） 

▼応募資格／舟形町内在住の満18歳以上の方で、年４回程度の会議に参加できる方 

▼応募方法／ 

(１)提出するもの ・舟形町立舟形中学校移転新築検討委員会委員応募申込書 

            ※応募申込書は右下のＱＲコードよりダウンロードできます。 

(２)提出方法   ・教育課学事係まで持参、郵送、メール、FAXのいずれかにて提出してください。 

(３)注意事項   ・提出された応募申込書は返却しません。なお、抽選結果は応募者全員に通知します。 

▼〆  切／４月30日（水） 

▼決定方法／原則、応募者の中から抽選で決定します。 

※応募動機などを参考に決定する場合があります。 

▼申込み・問い合わせ／舟形町教育課学事係  （32）2379 

FAX（32）3362 

広告 



                               

                               

                               

                               

                               

歴
史
民
俗
資
料
館
を 

開
館
し
ま
す 

▼
日
時
／ 

４
月
18
日(

金
）
～
11
月
中
旬 

午
前
10
時
～
午
後
４
時 

▼
休
館
日
／
毎
週
火
曜
日(

祝
日
の

場
合
は
そ
の
翌
日) 

▼
料
金
／ 

・
大
人 

１
１
０
円 

・
学
生(

高
校
生
以
上)

60
円 

・
小
中
学
生
40
円 

▼
展
示
品
／
触
れ
る
「
縄
文
の
女
神
」

高
精
細
レ
プ
リ
カ
、
西
ノ
前
遺
跡
か

ら
出
土
し
た
石
器
な
ど
64
点 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

舟
形
町
歴
史
民
俗
資
料
館 

（
32
）
３
４
９
５ 

 

こ
の
募
金
は
緑
豊
か
な
国
土
を
つ

く
る
こ
と
を
目
的
に
行
う
も
の
で

す
。
全
戸
に
よ
る
家
庭
募
金
で
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

▼
募
金
期
間
／ 

４
月
14
日
（
月
）
～
５
月
13
日
（
火
） 

▼
募
金
の
目
安
／ 

１
戸
あ
た
り
１
０
０
円
程
度 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

舟
形
町
農
業
振
興
課
農
業
振
興
係 

（
32
）
０
９
４
７ 

 

緑
の
募
金
運
動
に
つ
い
て
の

お
願
い 

障がいのある方に対する 

令和７年度軽自動車税の減免について 

一定程度の身体障がい者等が所有する軽自動車で、本人が運転する場合、またはその方と同居する  

家族が身体障がい者等のために運転する場合は、軽自動車税が減免されます。 

また、車両の構造が身体障がい者等が利用するための場合も減免されます。いずれも申請が必要です。 

 

▼必要なもの／・軽自動車税種別割減免申請書（昨年度減免を受けた方には４月下旬に送付します） 

・身体障がい者手帳、運転免許証（運転する方のもの）、車検証 

・個人番号のわかるもの（マイナンバーカード・マイナンバー通知カード等） 

※該当する障がいの程度は問い合わせください。 

※新規の方は住民税務課窓口までお越しください。 

▼〆   切／５月19日(月) 

▼申込み・問い合わせ／舟形町住民税務課税務係 （32）0466 

農
業
経
営
実
践
講
座
生 の

募
集 

こ
れ
か
ら
の
農
業
を
担
う
方
の
た

め
に
農
業
経
営
実
践
講
座
を
開
講
し

ま
す
。
講
義
、
実
践
学
習
、
視
察
等
を

通
し
て
、
農
業
者
の
リ
ー
ダ
ー
と
な

り
う
る
人
材
を
育
成
し
ま
す
。 

▼
募
集
講
座
／ 

・
ト
マ
ト
栽
培
講
座 

・
促
成
山
菜
栽
培
講
座 

・
啓
翁
桜
栽
培
講
座 

・
シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
栽
培
講
座 

・
畜
産
講
座 

・
農
産
加
工
講
座 

・
水
稲
栽
培
技
術
基
礎
講
座 

・
パ
ソ
コ
ン
農
業
簿
記
講
座 

・
デ
ジ
タ
ル
経
営
塾 

▼
対
象
者
／ 

・
新
規
就
農
し
て
間
も
な
い
方 

・
農
業
技
術
を
習
得
し
、
農
業
経
営 

を
改
善
す
る
意
欲
の
高
い
販
売
農
家 

▼
〆
切
／
５
月
20
日
（
火
） 

※
講
座
の
開
始
以
降
の
申
込
み
も 

随
時
受
付
し
ま
す
。 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

最
上
総
合
支
庁
農
業
技
術
普
及
課 

（
29
）
１
３
２
７ 

 

 メディアコントロール週間とは、家庭でのスマートフォン・パソコン・ゲームなどの使用時間を見直し、

家族団らんの時間などを増やすことを目的とした取組みです。メディアコントロールの期間は、年間５回を

予定しています。 

第１回 ４月18日（金）～  24日（木）     第４回 10月31日（金）～11月６日（木） 

第２回 ６月20日（金）～  26日（木）     第５回 １月23日（金）～  29日（木） 

第３回 ８月29日（金）～９月４日（木） 

▼問い合わせ／舟形町教育課社会教育係 （32）2246 



                               

                               

                               

                               

                     

ごみを焼却する行為は犯罪です！！ 
「家庭ごみ」や「事業活動によって生じたごみ」を焼却する行為は、少量であっても「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律」で原則禁止されています。 

▼具 体 例／警察で取り扱うごみの焼却には、地面で焼却、ドラム缶や一斗缶での焼却、地面に穴を掘って 

焼却、ブロックや鉄板などで囲って焼却 などがあります。 

▼罰 則／・個人の場合  ５年以下の懲役、1,000万円以下の罰金 

・法人の場合  ３億円以下の罰金 

▼問い合わせ／新庄警察署 ☎（22）0110 

これから「自生山菜」の発生時期を迎えるにあたり、次の事項に留意してください。 

〇「自生山菜」は、生育環境の違いにより放射性物質の濃度にばらつきがあるため、出荷前に自主検査を 

徹底し、安全性を確認してから出荷してください。 

なお、出荷には、「インターネット等による通信販売」も含まれますので、注意してください。 

〇特に「コシアブラ」は、過去に基準値を超える放射性物質が検出されていますので、自主検査を徹底し、 

安全性を確認してください。 

  ▼問い合わせ／最上総合支庁森林整備課 （29）1347 

▼補助対象者／申請時に町内に住所を有し、満65歳以上で、次の条件を満たす方 

・有効な自動車運転免許証を保有している方 

・自動車検査証に記載されている使用者の氏名と申請者の運転免許証の氏名が同一である 

・こと、または使用者の住所と申請者の運転免許証の住所が同一であること 

・町税等および上下水道料金等を滞納していないこと 

・暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する方でないこと 

▼対象となる自動車／ 

①衝突被害軽減ブレーキなどが搭載された自動車（普通自動車、軽自動車） 

②現在所有している普通、軽自動車への安全運転支援装置の設置（後付け） 

▼補 助 金 額／ 

①安全運転支援装置を搭載した自動車を購入した場合…50,000円 

②安全運転支援装置を設置した場合、装置の購入・設置に要する費用（後付け） 

…上限50,000円 (1,000円未満切捨て)  

※過去に国または町補助金の交付を受けたことがある場合は補助対象外です。 

▼交付期限／令和８年３月31日（火） 

▼申込み・問い合わせ／舟形町住民税務課生活安全係 （32）0155 



                          

                          

                          

  

▼事業概要／ 

町内における特殊詐欺および悪質な電話勧誘販売による消費者被害の未然防止を目的

として、迷惑電話防止機能がある電話機および機器の購入の費用に対し、予算の範囲内で

補助します。 

 

▼補助対象者／申請時に町内に住所がある満18歳以上の方で、次の条件を満たす方 

・対象機器を本町内において設置のうえ、迷惑電話防止機能などを適切に設定し、町から 

の電話確認を受けることに同意した方 

・機器を購入および設置後に生じた迷惑電話による損害について、町が一切の責任を負わ 

ないことについて了承した方 

・町税等および上下水道料金の滞納がない方 

・過去にこの補助金の交付を受けていない世帯の方。また、国、県、その他団体から同様 

の補助金等の交付を受けていない方 

 ・暴力団員や暴力団と関係がない方 

 

▼補助対象となる電話機など／ 

電話の着信時に、相手に対し自動で「通話内容を録音する内容の警告メッセージ」を流

し、通話内容を自動で録音する機能がある、固定電話機（ファックスを含む）または固定

電話機に取付ける機器。 

 

▼補助対象となる経費／電話機などの購入に要する費用。 

※電話機などの設置にかかる費用、付随するサービスの加入および利用にかかる費用 

は対象外。補助の対象となる電話機などは新品のもので、１世帯につき１台まで。 

 

▼補助金額／電話機等の購入費用の３/４（上限10,000円、千円未満切捨て） 

※次の資料を添付し申請してください。 

・電話機などの購入時の領収書（申請者の氏名、品名、販売者名、日付の記載があるもの） 

・購入した電話機などのカタログまたは取扱説明書の写し 

 

▼申請期限／令和８年３月31日（火） 

 

▼その他／不明な点はお問い合わせください。 

 

▼申込み・問い合わせ／舟形町住民税務課生活安全係 （32）0155 

 

※本事業はふるさと納税を活用しています。 

特殊詐欺防止機能付電話機等購入費補助事業 



舟形町賃借料情報 （実勢賃借料）

舟形町農業委員会
令和7年３月25日

１．田（水稲）の部

データ数 備考

---

---

２．畑（普通畑）の部

データ数 備考

１級地 熟　畑 ---

２級地 普通畑 ---

３級地 山畑･荒瀬 ---

※１　データ数は集計に用いた筆数です。

※２　金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としています。

※４　この賃借料情報は、農地法５２条に基づき毎年公表するものです。

その他等級

※３　「（参考）舟形町平均」の平均額は、各区分の平均値（四捨五入前）をデータ数に
        より加重平均した値です。

４　　級　　地

平均額

---

※田（水稲）の部の農地区分は、舟形町賃借料情報（実勢賃借料）農地区分になります。

---

---

農地区分

この賃借料情報は、令和６年１月から令和６年12月までに締結（公告）され
た賃貸借における実勢賃借料ですので、毎年変動します。農地の貸借にあたっ
ては農地の条件等を十分考慮のうえ、貸手、借手の話し合いで決定してくださ
い。

　令和６年1月から令和６年12月までに締結（公告）された賃貸借における賃借料水準は
（10aあたり）次のとおりとなっています。

農　地　区　分

１　　級　　地

２　　級　　地

３　　級　　地

8,500円 141

平均額

836,500円

---

---



 

舟形町賃貸料情報（実勢賃貸料）農地区分（田） 

 

 １級地 ２級地 ３級地 ４級地 その他等級  

旧 
 

舟 
 

形 
 

村 

長 

沢 

地 

区 

関 田 幅 ・栩ノ瀬 
経壇原・中 袋 
法田林・平 石 
中ノ山・ヘグリ 
千 鳥・野 田 
十二川原 

  野 ・平 沢 
 長 尾・向 原 
 長沢目・内 山 
 大 平・長 沢 
 長沢裏ノ山 
 長尾前・大谷前 
 スルス沢 

 檜 原・老ノ沢 
 九郎沢・下久保 
二 又・沢 口 
小田沢・大平沢 

小角沢・鼠 沢 
 鼠沢国有林 

 下平沢 

小松倉・小平根 

山 田・山田沢 
堀ノ内 

 荒 沢・舞台座 
 熊ノ沢・滝ノ沢 
 カド沢・長沢山 

舟 

形 

地 

区 

西ノ前・向 屋 
 ハリヨ・道 袋 
 小 松 

 

 一の関・野々田 
 向 山・沖ノ原 
 仲ノ原・大森沢 
 山神沢・千鳥袋 

宮 田・野 田 
 七折沢（沖ノ原） 

 上屋敷・狐 沢 
 平 沢・上野田 
 平 林・裏ノ山 
紫 山・舟 形 

清水欠・悪 戸 
 十二川原 
 紫山外１ 
 木友沢口 

 屋敷野・元屋敷 
 大 堀・鼠 沢 

 木友沢 
 

富 
長 
地 

区 

 富 田・清水川 
 内 江・原 田 

白 山・小 松 
 海藤川原 

 福寿野・福 地 

太郎野・七折沢 

 向 野・絹 縫 

矢 弓 
 長者原・根 渡 
 小屋坪・二ノ台 
 ヒカネ・折 渡 
 原田山・檜原沢 
 山中開田 
 ホーヤ沢 

湯ノ入・葉ノ木沢 

 兎 沢・小屋坪沢 
 

 南 沢・我防沢 
 角沢南・南 野 

高倉山・アケビ沢 
 

 土 巻 

旧 

堀 

内 

村 

堀 

内 

地 

区 

馬 形  堀 内・萩 台 
 荒中沢台 
 洲崎平・瀬脇向 
洲 崎 

 ユスナゴ 
 荒中沢・杭積場 

 松 山・砂 田 
 一本木・一ノ代 
 ニノ代・違 田 
 高ノ崖・上 野 
 実栗屋・立子原 
 瀬 脇・才ノ神 
 コブシ・横 沢 
 山 家・大 里 
 谷地結縄 
 谷 地・山 袖 
 川 原・松 下 
 コゴミヤ 

真木野 

 西 又・中 村 
 堂ヶ沢・松 橋 
 南 窪・荒 田 
 立 子・菰土沢 
 真木野山際 
 簗 場 
 内子落合 
 前山手代森 
 松橋前山 

 シカケ沢 
 原 下・内 子 
 後 山・澤 内 
 萱 場 

 分 米・立子沢 
 ユカエ越 
 大 沢・西ノ沢 
 赤 沢・小豆沢 
 熊ノ沢・黒 森 
 駒ノカチ 
 松根沢 
 好兵エ沢 

 



令和７年度農作業賃金・機械利用料金標準表 
 

令和７年４月１日～令和８年３月３１日 
  

区  分 単  位 金  額 備  考 総額表示(10％) 

農
作
業
賃
金 

農 作 業 ８時間あたり 7,640円～ １．食事なし。 
２．農作業の中には、田植え、稲刈りを含む。  
３．実労働８時間を基準とする。 
４．軽作業の場合については両者の話し合いによること。 
５．残業したときは、割り増し賃金を支給する。 
６．山形県の最低賃金は、955 円（１時間あたり） 
  です。 

 
オ ペ レ ー タ 〃 9,000円～ 

機 

械 

利 

用 

料 

金 

 耕 起 （ 田 ） １０ａあたり 6,600円  未整理田・湿田については１割増し。 7,260円

 耕 起 （ 畑 ） 〃 11,000円 ２回がけを基準。 12,100円

 代 掻 き 〃 7,700円  未整理田については１割増し。 8,470円

 機 械 田 植 え 〃 7,260円  未整理田については１割増し。 7,986円

 側 条 田 植 え 〃 8,470円  未整理田については１割増し。肥料代は別途。 9,317円

 液 剤 散 布 〃 1,870円 薬剤は別途。 

空散（無人ヘリコプター、ドローン）は別途協議。 

2,057円

 粒 剤 散 布 〃 990円 薬剤は別途。 

空散（無人ヘリコプター、ドローン）は別途協議。 

1,089円

 粉 剤 散 布 〃 880円  薬剤は別途。 

空散（無人ヘリコプター、ドローン）は別途協議。 

968円

 コ ン バ イ ン 〃 20,570円 
 未整理田・湿田については１割増し。 
 角刈りについては委託者側とする。 22,627円

 畦 畔 塗 り １ｍあたり 70円  片側。 77円

 生 籾 乾 燥 ６０㎏あたり 1,430円 
 もちの乾燥は２割増し。 
 水分25％以上については１割増し。 1,573円

 仕 上 げ 乾 燥 〃 770円  もちの乾燥は２割増し。 847円

 籾  摺  調  整 〃 770円  847円

色 彩 選 別 機 〃 770円 １回がけを基準。 847円

精 米 〃 660円  726円

作 
業 
委 
託 

耕起･代かき １０ａあたり 13,200円  14,520円

耕起・代かき・田植 〃 19,800円  21,780円

刈取・生籾乾・調整 〃 36,300円  39,930円

     育       苗 箱あたり 720円  種籾込み、運搬代、箱処理薬剤代は別途。 792円

 
備  考 
 

１ 耕地の遠近・分散・作業の難易ぬかるみ田、未整理田・運搬経費等特殊事情のある場合は、両者の話し合いによります。 
２ 運搬作業で車等を利用する場合は、両者の話し合いによります。 
３ 整理田とは区形で１枚おおむね２０ａ以上であること。特殊な場合は両者の話し合いによります。 
４ 委託者は、作溝中干しを実施し圃場の条件整備に努めましょう。 
５ 密苗に関することは、両者の話し合いによります。 
６ 総額表示欄は、消費税を含んだ金額です。農作業賃金は、消費税の対象になりません。 

                                      

  ◎農地法に関する許可申請は、毎月１０日が締切日です。 
  ◎農地の無断転用は法により罰せられる場合があります。 舟 形 町 

舟 形 町 農 業 委 員 会 
  

 



 

           
月日 健診名 対象年齢 受付時間 集合場所 持ち物 

５月13日（火） 
産後ママのストレッチ講座

※要事前申込み 

産後1年くらいまでの 

産婦さんとお子さん 

午前 ９時50分～ 

10時 

福祉避難所 
てとて 

バスタオル1枚、ミルク、オムツ等 

※動きやすい服装でお越しください 

５月23日（金） 

１歳児健診 令和６年４～５月生 
午後 ０時50分～ 

１時 

母子手帳、歯の健康手帳、フッ素塗布申込書、 

フェイスタオル 

１歳６ヵ月児健診 令和５年９～11月生 
午後 ０時40分～ 

０時50分 

母子手帳、問診票、歯の健康手帳、 

フェイスタオル 

3歳児健診 
令和３年12月生 

令和４年１～２月生 

母子手帳、問診票、尿、歯の健康手帳、 

フェイスタオル 

歯科健診 

フッ素塗布 

令和４年３～５月生 

令和５年12月生 

令和６年１～２月生 

午後 １時～ 

１時30分 

歯の健康手帳、仕上げ磨き用歯ブラシ、 

フェイスタオル 

 

                         

保健事業のお知らせ 

保健センターだより 

≪呼吸器検診≫ 

▼期日／５月 28 日（水） 

▼場所／福祉避難所てとて 

Ｂ＆Ｇ海洋センター 

▼受付／対象者には時間と場所 
について別途通知 

◆乳幼児健診および講座◆ ※各講座の申込みは、スマートフォンなどの母子手帳アプリ「めがみちゃん」からも可能です。 

≪定期健康相談≫ 午前９時～正午 

 一般健康相談（血圧測定、健診結果、こころの相談等）を行い

ます。ご相談の方は健康福祉課③番窓口へお越しください。来庁

できない方は、電話相談も可能です。 

≪妊婦さんとパパ・ママの定期健康相談≫ 午前 10 時～正午

（受付：午前 11 時 30 分まで） 

 母子健康手帳の交付、育児相談、お子さんの身体計測等による

発育・発達相談、妊婦さんと子育て中のお父さんとお母さんの心

と身体の個別相談を行います。ご相談のある方は福祉避難所「て

とて」へお越しください。保健師と助産師が対応します。 

 

◆健康相談◆ 
 相談日 ５月８日（木）、19 日（月） 

※人間ドック・特定健診・がん検診（胸部レントゲン

をのぞく）の会場がすべて最上検診センターとなって

います。希望される方には送迎をしますので最上検診

センター【☎（23）3411】に連絡してください。 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課地域保健係 ☎（３２）０８１０ 

※いずれの事業も 

ふるさと納税を活用しています。 

≪子宮・乳がん検診≫ 

▼期日／５月 14 日（水） 

▼場所／最上検診センター 

▼受付／対象者に別途通知 

 

▼期日／５月22日（木） 

▼場所／最上検診センター 

▼受付／対象者に別途通知 

≪人間ドック・特定健診≫ 

※日程の変更・キャンセルは最上検診センター 

【☎（23）3411】まで 


